
令和６年度全国中学校体育大会 

石川県実行委員会災害内容別対応マニュアル 

石川県実行委員会 

１ 自然災害 

（１）大規模な災害（地震、巨大台風等）に関しては、石川県実行委員会会長が対策本部を設置し、

関係機関との連携を図りながら検討する。 

（２）通常の自然災害（台風・落雷等）に関して競技を行うかどうかの判断は、 (公財)日本中学校

体育連盟競技部、開催全国競技団体、石川県実行委員会が協議し決定する。原則として選手・

役員の安全が確保できない状況の場合は競技中止とする。（日程変更はあり得るが、会期延

長の措置はとらない） 

 

災害発生 

  

警報・放送による指示（現場での指示）＝一次避難指示 【実行委員会】 

  

避難誘導の指示（施設管理者との連携で誘導） 【実行委員会】【施設管理者】 

  

避難開始（避難口・経路への配置）＝二次避難指示 【実行委員会】【施設管理者】 

       

外部機関への通報 【施設管理者】 

 

避難者の掌握・参加校引率者の掌握 【実行委員会】 

 

状況確認・競技続行の検討（施設管理者への確認） 
【日中体競技部長】      

【ブロック長】【実行委員会】 

     

日本中体連・開催地教育委員会・県教育委員会への報告 【実行委員会】 

 

三次避難の検討（会場から宿舎・会場地から自宅へ）                 【実行委員会】 

 

【決定後の連絡先】 

・参加関係者  …ホームページ（実行委員会）及び宿泊先へ連絡（指定旅行業者） 

・指定旅行業者…宿泊関係の調整・連絡 

・石川県実行委員会事務局…速やかに状況報告、関係機関への連絡 

・競技会場    …施設の安全確認を施設管理者へ依頼する。 

 

 

２ 重大事故 

（１）緊急疾患特に心停止、呼吸停止等に関しては、初期対応を事故発生現場で大会本部、宿舎等

が行う。医療救護要項に従って進めるが、ＡＥＤを使うなどの対応をできる体制にする。 

（２）事件・事故による死亡、後遺症事故については、警察への緊急連絡と県実行委員会から関係

機関への連絡を速やかに進める。会場においても放送・モニターなどを活用し、混乱しない

ことに配慮しながら安全を確保する。特に県及び開催市教育委員会には当該生徒等の教育委

員会からの連絡もあるので確実に報告する。 



事故発生 

 

応援依頼、看護師・救護係へ連絡（意識がない場合＝救急車の手配） 

救護がくるまで心肺蘇生（気道確保・人工呼吸・心臓マッサージ） 

 【発見者】 

 

応急処置手配・周囲動静の掌握・救急車搬送の掌握  【救護係】【総務】 

 

引率責任者の掌握・保護者の連絡確認 【救護係】【総務】 

 

医療機関搬送・引率者確認（連絡方法の確認） 【救護係】【生徒引率者】 

 

状況確認・競技進行の検討 【日中体競技部長】【ブロック長】【実行委員会】 

 

日本中体連・開催市教育委員会・県教育委員会への報告    【実行委員会】 

 

 

３ 食中毒    

発生の時間と場所によるが、原則として保健所・病院と連絡をとり、その指示指導を受ける。 

    （１）事前の確認 ・旅行業者、弁当業者、宿泊施設への事前指導、確認 

 ・県保健体育課、開催市教育委員会担当課、開催地保健所 

 ・医師会を通じて救急医療機関、開催地医療機関、消防署 

 ・監督会議で食中毒等の予防対策について注意を促す 

 

（２）宿泊先  ① 旅館協同組合が発症者への対応と緊急措置を行う。食事メニューの保存、保

健所への連絡等の義務がある。 

② 開催市実行委員会は正確な情報の収集と参加校への情報提供を行う。また、

全国競技団体、競技部長へ報告する。 

③ 同日に複数会場で発生した場合は、開催市実行委員会でそれぞれ対応し、県

実行委員会も手分けをして対応する。 

④ 県実行委員会は一報を行政機関及び日本中体連本部に連絡をする。情報を確

認し、県及び開催市教育委員会へ逐次報告をする。 

⑤ 県教育委員会の指示指導のもと、報道関係との対応を検討する。 

 

（３）会 場  ① 売店テントにおける飲食物で疑いがあった場合は、売店テント事業者及び県

実行委員会で対応を進める。病院への搬送等を優先し、病院から連絡を受け、

保健所への報告を県実行委員会が進める。また、朝食に原因がある場合は宿

泊所と指定旅行業者と連絡を取り対応を進める。他は上記の②以降と同様と

する。 

 

 

 

 

 

 

 



４ 感染症 

（１）発 症  ① 発熱と発疹等の症状の場合は直ぐ病院に搬送する。発症が確認された段階で

感染拡大を防ぐ意味で出席停止（出場停止）扱いとする。 

② 発症した選手の同県、同宿泊所の選手の症状を確認するよう監督に連絡する。 

（２）対 応  ① 県教育委員会の指示指導のもと、報道関係との対応を検討する。 

② 同日に複数会場で発生した場合は、県実行委員会とともに開催市実行委員会

でそれぞれ対応する。 

③ 県実行委員会は、県及び開催市教育委員会及び日本中体連本部へ連絡報告を

し、指示指導のもと対応をすすめる。 

④ 開催市実行委員会は、正確な情報の収集と参加チームへの情報提供を行う。

また全国競技団体、競技部長へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 暑熱対策 

 （１）会場の準備 

    ① 選手待機テントの設置 

    ② スポットクーラーの設置 

    ③ 冷却用氷の無償配布（総合案内所にて配布） 

 （２）人的な準備 

    ① 本会場及び練習会場における医療スタッフ（看護師）の配置 

    ② 競技役員の「熱中症対策アンバサダー講座（大塚製薬）」受講 

 （３）競技中の対策（競技上の注意にも記載する） 

    ① (公財)日本ソフトテニス連盟の「ヒートルール」の適用 

    ② 競技中の給水時間を規定よりも多く設定（チェンジサービス時の給水可） 

    ③ 競技開始時間を例年よりも早く開始する。 

        ④ 団体戦では、マッチ中に試合の終了した選手はコート外での待機を認める。 

    ⑤ コート内での日傘の使用を認める。 

 （４）その他 

    ① 熱中症特別警戒アラートが発出された場合は、担当理事、競技部長、ブロック長と協議し、

競技の中断・中止の検討をする。 

疑い発生 

（受診） 
病院・医療機関で受診、医師の指示、医師から保健所、さらに県薬事衛生課へ連絡 

第一報  引率責任者等・関係機関から実行委員会に報告 

報告  実行委員会が保健所・県薬事衛生課に状況確認（電話・様式で） 

把握  関係機関からの情報収集・状況把握、県教委への情報提供・県教委からの指導 

対応  実行委員会としての対応 

報道  報道機関への対応（どこまで情報を流すのかの確認を県教委の指導で） 

確認  受診者の経過状況集約、該当者への聞き取り・経過報告 


